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帰還困難区域の除染に関する検討課題 
 

川﨑興太（福島大学） 

 

1. 研究の目的 

帰還困難区域は、2011年 3月に発生した福島原発事故による放射能汚染レベルが極めて高いことから、将来

にわたって居住を制限する区域として、南相馬市、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村の 7

市町村に指定された。福島原発事故が発生してから数年間はほとんど手つかずのままの状態が続いたが、2017

年 5月の福島特措法の改正によって特定復興再生拠点区域（以下「拠点区域」）制度が創設されることになっ

た。拠点区域は南相馬市を除く 6市町村に指定され、その面積は帰還困難区域の 8％にすぎないが、2022年か

ら 2023年にかけての避難指示の解除をめざして除染やインフラ整備などが進められている。他方、帰還困難

区域の 92％を占める拠点区域外については、2020年 12月に除染なしの土地活用に向けた避難指示解除の仕組

みが創設されるとともに、2021 年 8 月に除染ありの帰還・居住に向けた避難指示解除の仕組みが創設される

ことになった。本研究は、こうした経緯をたどってきた帰還困難区域が指定されている全 7市町村を対象とし

て、2021年 12月から 2022年 1月にかけて実施したアンケート調査の結果などに基づき、帰還困難区域の除

染に関する検討課題を提示することを目的とするものである。なお、アンケート調査の回収率は 100％である。 

 

2. 帰還困難区域の除染に関する検討課題 

(1)拠点区域における除染に関する検討課題 

第一に、その全部または大部分が除染の対象外とされている森林や河川・水路等の除染の実施が挙げられる。

除染に関する課題として、すべての市町村が森林の除染を挙げており、多くの市町村が河川や水路等の除染を

挙げている。その理由として、森林に関しては、除染の範囲・対象が林縁部から 20ｍに限られていること、

除染工法が堆積物除去のみであることなどが挙げられており、河川・水路等に関しては、除染の対象外となっ

ていること、そのために被曝に不安を感じている住民がいることなどが挙げられている。放射線防護という意

味でも環境回復という意味でも、除染技術の開発とあわせて重要な検討課題だと考えられる。 

第二に、フォローアップ除染・再除染の実施が挙げられる。多くの市町村は、除染の実施後にもホットスポ

ットが残されていること、森林の大部分では除染が実施されていないために空間線量が高いことなどから、除

染に関する課題としてフォローアップ除染・再除染の実施を挙げている。拠点区域の避難指示解除が間近に迫

る中にあって、避難指示の解除前に安全に帰還・居住することができる環境を回復することは、多くの市町村

にとって、避難指示解除地域への住民の帰還や新たな住民の移住等の促進をはじめとして復興を実現する上で

重要な課題であることから、今後、放射能汚染の実態に即してフォローアップ除染・再除染を実施する必要が

あると考えられる。 

(2)拠点区域外における除染に関する検討課題 

第一に、帰還意向のない住民の土地・建物に関する除染等の取り扱いが挙げられる。多くの市町村は帰還困

難区域全域の面的除染・家屋解体と避難指示解除を国に要望しており、また、帰還意向のない住民でも除染・

家屋解体の希望があることから、国の方針と市町村の要望や住民の希望との間には乖離がある。拠点区域外の

除染は避難指示解除後に開始するものとされていることから、2022 年以降に実施されることになるが、帰還

意向のない土地・建物の取り扱いについて、「帰還に必要な箇所」の区域設定のあり方とあわせて、帰還・居

住に向けた避難指示解除という制度趣旨を十分に踏まえて慎重に検討することが必要だと考えられる。 

第二に、拠点区域外にかかわる既存制度の枠組みから外れる土地の取り扱いである。これは、拠点区域にお

ける第一の検討課題と関連することであり、国有林が帰還困難区域の 94％を占めている南相馬市が典型であ

るが、拠点区域外にはいずれの仕組みからも外れる森林などが広大に存在する。多くの市町村はこうした土地

についても、放射性物質の自然減衰を待つのではなく、除染や森林資源活用策などを実施し、避難指示を解除

することが必要だと認識している。こうしたことから、拠点区域外にかかわる 2つの既存制度の枠組みから外

れる土地の取り扱いは、放射線防護という意味でも環境回復という意味でも重要な検討課題だと考えられる。 
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